
　「
い
っ
し
ょ
に
子
育
て
〜
お
ひ

さ
ま
ぴ
っ
ぴ
〜
」
と
題
し
、
子
ど

も
の
発
達
を
見
つ
め
な
が
ら
一
緒

に
子
育
て
を
楽
し
む
講
座
を
開
催

し
ま
す
。
保
護
者
同
士
の
場
に
も

な
り
ま
す
。
身
体
測
定
も
し
ま
す
。

予
約
が
必
要
で
す
。
受
付
は
初
め

て
の
人
で
全
て
の
講
座
に
参
加
で

き
る
人
が
優
先
で
す
。

日
程
、
内
容
　
①
11
月
21
日

（
木
）
わ
ら
べ
う
た
、
②
12
月
12

日
（
木
）
手
作
り
お
も
ち
ゃ
、
③

１
月
９
日
（
木
）
育
児
講
座
、
離

乳
食
試
食

時
間
　
午
前
10
時
〜
午
前
10
時
45

分場
所
　
市
立
大
和
保
育
所

タ
ー

対
象
　
市
内
在
住
の
60
歳
以
上
の

人定
員
　
先
着
15
人

内
容
　
安
全
な
作
業
と
用
具
の
取

り
扱
い
方
、
せ
ん
定
の
方
法
な
ど

講
師
　
県
樹
芸
組
合
連
合
会

受
付
期
限
　
11
月
29
日
（
金
）

受
付
、
問
い
合
わ
せ
　
市
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
☎
４
３
・
６

５
４
１

　
認
知
症
の
人
へ
の
関
わ
り
方
な

ど
、
介
護
へ
の
理
解
を
深
め
る
た

め
の
場
で
す
。
介
護
を
し
て
い
る

家
族
が
お
互
い
の
悩
み
や
困
っ
て

い
る
こ
と
を
情
報
交
換
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
予
約
が
必
要
で
す
。

日
時
　
12
月
４
日
（
水
）
午
前
10

時
〜
正
午 

※
受
付
午
前
９
時
30

分
〜

場
所
　
ふ
く
と
ぴ
あ

対
象
　
市
内
在
住
で
認
知
症
高
齢

者
を
介
護
し
て
い
る
家
族

定
員
　
先
着
20
人
　

費
用
　
無
料

受
付
、
問
い
合
わ
せ
　
市
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
３
・
０
７

８
７

　
県
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
人
を

対
象
に
、
障
子
と
ふ
す
ま
の
張
り

替
え
の
実
技
体
験
を
行
い
ま
す
。

予
約
が
必
要
で
す
。

日
時
　
11
月
27
日
（
水
）
午
後
１

時
〜
午
後
４
時
　

場
所
　
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー

定
員
　
先
着
10
人

費
用
　
無
料

受
付
期
限
　
11
月
15
日
（
金
）

受
付
、
問
い
合
わ
せ
　
県
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
会
☎
０

９
２
・
２
９
２
・
１
８
５
７

　
勝
浦
人
形
浄
瑠
璃
保
存
会
に
よ

る
人
形
浄
瑠
璃
の
体
験
会
で
す
。

人
形
の
操
作
な
ど
の
体
験
が
で
き

ま
す
。
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時
　
11
月
24
日
（
日
）
午
後
１

時
〜
午
後
４
時

場
所
　
カ
メ
リ
ア
ホ
ー
ル

費
用
　
無
料

問
い
合
わ
せ
　
カ
メ
リ
ア
ホ
ー
ル

☎
５
２
・
３
３
２
１

　
県
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し

ま
す
。
募
集
住
宅
な
ど
詳
し
く
は

募
集
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

案
内
配
布
期
間
　
11
月
27
日

（
水
）
〜
12
月
19
日
（
木
）

内
覧
会
期
間
　
12
月
6
日
（
金
）

〜
12
月
８
日
（
日
）
　
※
子
育
て

世
帯
向
け
に
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
住

戸
の
内
覧
会
で
す

案
内
配
布
場
所
　
市
契
約
管
財
課
、

市
総
合
案
内
、
津
屋
崎
行
政
セ
ン

タ
ー
な
ど

受
付
期
間
　
12
月
11
日
（
水
）
〜

12
月
19
日
（
木
）

問
い
合
わ
せ
　
県
住
宅
供
給
公
社

☎
０
９
２
・
７
８
１
・
８
０
２
９

　
働
く
意
欲
の
あ
る
高
齢
者
の
雇

用
や
就
業
を
促
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
講
習
会
で
す
。
費
用
は

無
料
で
す
。
予
約
が
必
要
で
す
。

日
時
　
12
月
11
日
（
水
）
、
12
月

12
日
（
木
）
午
前
10
時
〜
午
後
３

時場
所
　
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

対
象
　
生
後
3
カ
月
〜
11
カ
月
の

子
ど
も
と
そ
の
保
護
者
　

定
員
　
先
着
８
組

費
用
　
③
の
み
離
乳
食
代
と
し
て

２
５
０
円

受
付
、
問
い
合
わ
せ
　
市
立
大
和

保
育
所
☎
４
３
・
１
０
３
３

　
み
ん
な
で
楽
し
く
お
せ
ち
料
理

を
作
り
ま
す
。
誰
で
も
参
加
で
き

ま
す
。
予
約
が
必
要
で
す
。

日
時
　
①
12
月
10
日
（
火
）
②
12

月
13
日
（
金
）
午
前
10
時
〜
午
後

１
時
30
分
　
※
①
②
は
同
じ
内
容
。

ど
ち
ら
か
１
回
の
み
参
加
に
限
り

ま
す

場
所
　
ふ
く
と
ぴ
あ

対
象
　
市
内
在
住
の
人

定
員
　
各
回
先
着
30
人
　
※
応
募

多
数
の
場
合
は
抽
選

費
用
　
５
０
０
円

持
参
品
　
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
き
ん
、

ふ
き
ん
２
枚
、
筆
記
用
具

受
付
期
限
　
11
月
25
日
（
月
）

託
児
　
①
の
み
あ
り
、
生
後
５
カ

月
以
上
の
未
就
学
児
、
１
人
３
０

０
円
、
要
予
約

託
児
受
付
期
限
　
12
月
３
日

（
火
）

受
付
、
問
い
合
わ
せ
　
市
食
生
活

改
善
推
進
会
☎
３
４
・
３
３
５
１

（
市
い
き
い
き
健
康
課
健
康
づ
く

り
係
内
）

　
年
末
調
整
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。
10
月
か
ら
実
施
中
の
消
費
税

軽
減
税
率
制
度
に
つ
い
て
の
説
明

も
行
い
ま
す
。
予
約
は
不
要
で
す
。

日
時
　
11
月
20
日
（
水
）
午
後
1

時
〜
午
後
３
時
30
分 

※
開
場
午

後
0
時
30
分

場
所
　
宗
像
ユ
リ
ッ
ク
ス
（
宗
像

市
）

対
象
　
市
内
の
源
泉
徴
収
義
務
者

問
い
合
わ
せ
　
香
椎
税
務
署
☎
０

９
２
・
６
６
１
・
１
０
３
１

　
冬
に
な
る
と
畦
町
か
ら
久
末
ダ

ム
周
辺
に
か
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

野
鳥
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し

ま
す
。

日
時
　
12
月
１
日
（
日
）
午
前
９

時
〜
正
午

集
合
場
所
　
畦
町
公
民
館

費
用
　
２
０
０
円

講
師
　
自
然
観
察
指
導
員
・
日
本

野
鳥
の
会
会
員
　
渋
田
和
美
さ
ん

問
い
合
わ
せ
　
唐
津
街
道
畦
町
宿

保
存
会
　
岩
熊
さ
ん
☎
０
８
０
・

９
２
４
４
・
５
１
２
８

　
未
就
業
の
看
護
師
・
准
看
護
師

で
臨
床
復
帰
に
不
安
の
あ
る
人
を

対
象
に
し
た
復
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

で
す
。
60
歳
以
上
の
人
の
参
加
も

相
談
に
応
じ
ま
す
。
予
約
が
必
要

で
す
。

日
時
　
①
11
月
28
日
（
木
）
②
11

月
29
日
（
金
）
午
前
９
時
〜
午
後

３
時

場
所
　
宗
像
医
師
会
病
院
（
宗
像

市
）

定
員
　
先
着
10
人

内
容
　
①
講
義
、
病
院
内
見
学
　

※
終
了
後
、
希
望
者
を
対
象
に
近

隣
の
病
院
説
明
を
実
施
②
職
場
体

験
、
病
棟
看
護
業
務
の
見
学

費
用
　
無
料

持
参
品
　
筆
記
用
具
、
ス
ポ
ー
ツ

ウ
ェ
ア
、
ス
ニ
ー
カ
ー

受
付
期
限
　
11
月
15
日
（
金
）

託
児
　
未
就
学
児
、
無
料
、
要
予

約受
付
、
問
い
合
わ
せ
　
宗
像
医
師

会
病
院
☎
３
７
・
１
１
８
８

福
津

市
役

所
代

表
電話  ☎42・1111

福
津
市
の
市
外
局

番は0940です。

子
育
て
講
座
の

参
加
者
募
集

せ
ん
定
講
習
会
を

開
催

県
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集

認
知
症
家
族
介
護
者
教
室
を

開
催

看
護
師
の

復
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

給
与
所
得
の
年
末
調
整

説
明
会
を
開
催

だ
れ
で
も
料
理
教
室

参
加
者
募
集

障
子・ふ
す
ま
の

張
り
替
え
就
業
体
験
を
開
催

人
形
浄
瑠
璃
体
験
会
を

開
催

バ
ー
ド
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
の

参
加
者
募
集

　自治総合センターは宝くじの社会貢献広報
事業として、コミュニティ活動に必要な備品
の整備など、地域づくりへの助成を行ってい
ます。今回、この助成事業を活用し、神興地
域郷づくり推進協議会の印刷機器などを整備
しました。

宝くじの助成で
郷づくりの活動備品が充実

問い合わせ　市郷づくり支援課　☎62・5017

　厚生労働省は11月を児童虐待防止推進月間と定めています。虐待防止のために、市または全国共通
相談ダイヤルへ相談をお願いします。

11月は児童虐待防止推進月間です

問い合わせ　市こども課家庭児童相談室☎43・8218、児童相談所全国共通ダイヤル☎189

子育て中の皆さんへ
　子育て中は普段以上にストレスがたまりやすく、子育てや子どもの発達など、悩みや心配は尽きない
かもしれません。子育ての不安や悩みはひとりで抱え込まないことが大切です。市には相談員が在籍し
ています。秘密は固く守られますので、気軽にご相談ください。
地域で暮らす皆さんへ
　虐待の多くは悪いことをしているという認識がないまま起こっています。確証がなくても虐待かもし
れないと感じたら、迷わず相談・通告してください。匿名でも構いません。秘密は固く守られます。
　しつけのつもりでも、子どもにとって著しく苦痛である場合は虐待にあたります。児童虐待は、子ど
もの生命をおびやかし、将来にわたり心を深く傷つけます。どのような理由であっても、正当化される
ものではありません。あなたの相談が子どもを救う手がかりです。
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情報広場
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